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1. 概要 

  本資料は，添付書類「Ⅵ-6 蒸気タービンの基礎に関する説明書」（以下「基礎に関する説明

書」）における，評価方針についてまとめたものである。 

 

2. 「基礎に関する説明書」における評価方針 

  「基礎に関する説明書」は，本届出により取り替える低圧蒸気タービンを支持する蒸気ター

ビンの基礎が，設計用地震力に対してその安全性が損なわれるおそれがないことを示すもので

ある。 

  ここで蒸気タービンの基礎は，基本設計方針より，蒸気タービンに対する間接支持構造物と

定義されており，その検討用地震動はSbとしている。またJEAG4601補1984では，間接支持構造

物について『安全上の機能からの耐震重要度については規定しないものとするが，被支持設備

に適用される地震動を適用した場合にも，当該設備の持つ安全機能を阻害することがないこと

を確認する必要がある。』とある。 

  間接支持構造物である蒸気タービンの基礎が支持する被支持設備は本届出の対象である蒸

気タービンであるが，蒸気タービンに適用する地震力は，「耐震設計に係る設工認審査ガイド」

に則り，「Ⅵ-4 蒸気タービンの耐震性に関する説明書」に記載のある通り静的震度としてい

る。 

  また「耐震設計に係る設工認審査ガイド」の2.3項『設計用地震力の算定』では，建物・構築

物に対して適用する地震力が示されている。特に，耐震設計上の重要度分類Ｂクラスに該当す

る建物・構築物は，共振のおそれのある場合，動的地震力を適用する必要があると定められて

いる。しかし，本届出による「基礎に関する説明書」にて評価している蒸気タービンの基礎に

ついては，上述の通り間接支持構造物と定義されており，耐震設計上の重要度分類が定められ

ておらず，動的地震力に対して評価を実施する必要がない。 

 

  以上より，「基礎に関する説明書」にて示す蒸気タービンの基礎に適用される地震力につい

ては，静的震度のみであると整理ができる。 

 

以上 


